
柏 原 水 道 事 業 に 係 る 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 水 道 事 業 給 水 条 例 施 行 規 程 の

一 部 を 改 正 す る 規 程 を 公 布 す る 。  

令 和 ８ 年 ３ 月 31日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団  

企 業 長  永 藤  英 機  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 17号  

柏 原 水 道 事 業 に 係 る 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 水 道 事 業 給 水 条 例

施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程  

第 １ 条  柏 原 水 道 事 業 に 係 る 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 水 道 事 業 給 水 条 例 施 行

規 程 （ 令 和 ７ 年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 ６ 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改正後 改正前 

（使用水量の認定） （使用水量の認定） 

第 20条  条例第 29条の規定による使用水量

の認定は、次に掲げる水量により行う。 

第 20条  条例第 29条の規定による使用水量

の認定方法は、企業長が別に定める。 

(１ ) 前年同期間の使用水量  

(２ ) 前号の規定によることが適当でな

いと認め られると きは、直 前の計量 期

間における使用水量 

 

(３ ) 前号の規定によることが適当でな

いと認め られると きは、直 前 12か月間

における平均使用水量 

 

(４ ) 前号の規定によることが適当でな

いと認められるときは、 10日以上の使

用日数に基づく日割計算水量 

 

 

 

２  前項各号の規定により認定を行うこと

が適当でないと認められる場合は、その

都度最善な方法により行うものとする。 

 

 

３  使用水量の認定において、１立方メー

トル未満の端数があるときは、これを切

り捨てるものとする。 

 

 

第 ２ 条  柏 原 水 道 事 業 に 係 る 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 水 道 事 業 給 水 条 例 施 行

規 程 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改正後 改正前 



（給水方式） （給水方式） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

(１ ) （略） (１ ) （略） 

(２ ) 直結増圧式  配水管の水圧を利用

しつつ、 これに圧 力を加え 、末端の 給

水栓まで直接給水する方式 

 

(３ ) （略） (２ ) （略） 

２ （略） 

 

２  （略） 

 

（給水装置工事の申込み） （給水装置工事の申込み） 

第５条 （略）  第５条 （略）  

２・３ （略） ２・３ （略） 

 ４  前項の規定による利害関係人の同意書

の提出は、次の各号のいずれかに該当す

る場合に求めるものとする。 

 (１ ) 他人の給水装置から分岐して給水

装置を設置するとき。 

 (２ ) 他人の所有地を通過し、又は他人

の所有す る土地若 しくは家 屋に給水 装

置を設置しようとするとき。 

 (３ ) 土地所有者、家屋所有者以外の者

が給水装置を設置しようとするとき。 

 (４ ) 給水管を水路の上に設置しようと

するとき。 

 (５ ) 給水装置を撤去するために、他人

の所有する土地を掘削するとき。 

 (６ ) その他申込時、工事中又はその後

に紛争が 発生する ことが予 想される と

き。 

 ５  工事の申込みにおいて民法（明治 29年

法律第 89号）第 213条の２又 は第 213条の

３の適用がある場合は、前項第１号及び

第２号の規定は、適用しない。 

 ６  前項の場合において、企業長は工事申

込者に民法第213条の２第３項の通知をし

た 旨 の 誓 約 書 を 提 出 さ せ る こ と が で き

る。 

４ （略） ７ （略） 

(１ ) ３階建て以上の建物で直結直圧式 (１ ) ３階建ての建物で直結直圧式によ



により給水するとき。 り給水するとき。 

(２ ) 直結増圧式により給水するとき。  

(３ )・ (４) （略） 

 

(２ )・ (３) （略） 

（給水装置工事の施行範囲） （給水装置工事の施行範囲） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

(１ ) 直結直圧式又は直結増圧式で給水

するものにあっては、給水栓まで 

(１ ) 直結直圧式で給水するものにあっ

ては、給水栓まで 

(２ ) （略） 

 

(２ ) （略） 

 

第 22条  （略） 第22条  （略） 

  

（一時的な使用に係る加入金）  

第 22条の２  新設する給水装置が一時的な

使用（１年を超えない期間に限る。）に

供するもので撤去を前提とするときは、

加入金の納付を要しない。 

 

２  前項の規定にかかわらず、一時的な使

用に供する給水装置を引き続き専用給水

装置等として使用することが明らかな場

合 は 、 加 入 金 を 納 付 さ せ る こ と が で き

る。この場合において、当該加入金は、

専用給水装置等に係る加入金に充てるも

のとし、差額がある場合については次条

第４項各号の規定を準用する。 

 

 

 

（加入金の追徴又は還付） （加入金の追徴又は還付） 

第 23条  同一敷地内において給水装置を改

造する場合は、その都度、第 22条の規定

により加入金を算定し、その額が既納の

加入金を超えるときは、その差額を納付

させ、既納の加入金を下回るときは、そ

の差額は還付しない。なお、平成 10年３

月 31日以前に取り付けられたメーター口

径が 13ミリメートルの給水装置にあって

は、条例別表第３の規定にかかわらず、

既納の加入金を60,000円とする。 

第 23条  同一敷地内において給水装置を改

造する場合は、その都度、前条の規定に

より加入金を算定し、その額が既納の加

入金（平成 10年３月 31日以前に取り付け

られたメーター口径が 13ミリメートルの

給水装置にあっては、条例別表第３の規

定 に か かわ ら ず 、そ の 金 額を 60,000円 と

する。）を超えるときは、その差額を納

付させ、既納の加入金を下回るときは、

その差額は還付しない。 

２ （略） ２ （略） 

３  給水を受けている者が、使用水量の増

加により、メーターの口径に応じた使用

水量の限度を超えて使用することになっ

たときは、企業長は使用者等に対し、使

 



用水量に応じた給水装置の改造等適切な

処置をさせ、加入金の差額を納付させる

ことができる。 

４  第１項に定めるもののほか、既納の加

入金との差額を納付させ、又は還付する

ことができる場合については、次のとお

りとする。ただし、還付する場合は、当

該給水装置工事の施行範囲において、企

業長が不要と判断した給水装置を全て撤

去しなければならない。 

 

(１ ) 加入金の納付後、工事検査前に工

事の申込 みを取り 消した場 合は、全 額

を還付する。 

 

(２ ) 加入金の納付後、工事検査前に、

工事内容 の変更に より当該 加入金に 変

更が生じ た場合は 、差額を 納付させ 、

又は還付する。 

 

 

 

（手数料の負担） （手数料の負担） 

第25条  （略）  第 25条  （略）  

２  前項の設計審査手数料及び工事検査手

数料の算定方法は、次のとおりとする。 

２  条例別表第４第４項第４号の企業長が

特別の理由があると認めるときとは、新

設又は改造工事において水栓数が３栓以

下のときとする。 

(１ ) 工事対象の給水管口径に係る手数

料の額とする。 

 

(２ ) 直結直圧式又は直結増圧式により

給水する 共同住宅 等で、各 戸の給水 装

置に企業 団のメー ターを設 置する場 合

は、各戸 のメータ ーの口径 ごとに算 定

した額の合計額とする。 

 

(３ ) 貯水槽式の共同住宅等により給水

する場合 は、当該 共同住宅 等に係る メ

ー タ ー の 口 径 に 係 る 手 数 料 の 額 と す

る。 

 

(４ ) その他、申込み時の工種が複数に

わたる場 合の算定 方法は、 企業長が 別

に定める。 

 

 

 

３  前項に該当するときの工事検査手数料

は、免除する。 

 

（料金等の納期限） （料金等の納期限） 

第29条  （略）  第 29条  （略）  



２  加入金等の納期限は、納入通知書を発

行した日の翌日から起算して 20日目に当

たる日（当該日が日曜日等に該当する場

合にあっては、これらの日の翌日）とす

る。 

 

２  加入金等の納期限は、納入通知書を発

行した日の翌日から起算して 30日（当該

期間の末日が日曜日等に該当する場合に

あっては、これらの日の翌日）を経過し

た日とする。 

 

（貯水槽の設置） （貯水槽の設置） 

第 31条  次の各号のいずれかに該当すると

きは、貯水槽を設けなければならない。 

第 31条  次に掲げる構築物又は箇所におい

て給水装置を利用し、又は所有する場合

においては、貯水槽を設けなければなら

ない。 

(１ ) 病院、避難所等で災害時、事故等

による水 道の断減 水時にも 水の確保 が

必要なとき。 

(１ ) ３階建て以上の構築物。ただし、

企 業 長 が 必 要 な い と 認 め る も の は 除

く。 

(２ ) 一時に多量の水を使用するとき、

使用水量 の変動が 大きいと き等に、 配

水管の水 圧低下を 引き起こ すおそれ が

あるとき。 

(２ ) 一時に多量の水を使用する箇所 

(３ ) 配水管の水圧変動にかかわらず、

常時一定 の水量、 水圧を必 要とする と

き。 

(３ ) 配水管の断水時においても、必要

最小限の 給水を確 保する必 要がある 構

築物又は箇所 

(４ ) 有毒薬品を使用する工場等、逆流

によって 配水管の 水質を汚 染するお そ

れがあるとき。 

(４ ) 前３号に掲げるもののほか、企業

長が必要と認める構築物又は箇所 

(５ ) その他企業長が直結直圧式又は直

結増圧式による給水を認めないとき。 

 

附  則  

こ の 規 程 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 ２ 条 の 規 定

は 令 和 ８ 年 10月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


